
　１学年保護者　各位

　保護者の皆様には日頃から本校の運営にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。

　令和８年度の６月以降の授業料及び諸経費等の納入につきまして、下記の表のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

　なお、口座振替日は毎月１０日（土・日・祝日の場合は翌銀行営業日）となりますので、ご協力をお願いいたします。

　また、同一年度に兄弟姉妹がいる場合はＰＴＡ会費・後援会費・教育振興基金が１人分免除となります。後期分（１０月）の振替後に返金させていただく予定

ですのでご了承ください。 （単位　円）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年額

空調設備使用料 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000

ＰＴＡ会費 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 600

後援会費 0 0 0 0 0 5,340 0 0 0 0 0 5,340

生徒会費 0 0 0 0 0 3,600 0 0 0 0 0 3,600

教育振興基金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調設備負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

学年費 20,000 20,000 0 0 20,000 10,000 0 0 0 0 0 70,000

月額合計 1 20,000 20,000 3,000 0 20,000 19,540 0 0 0 0 0 82,540

（授業料） 0 0 29,700 0 0 39,600 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 118,800

月額合計 2 20,000 20,000 32,700 0 20,000 59,140 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 201,340

口座振替日 振替済 １０日（水） １０日（金） 振替無し １０日（木） １３日（火） １０日（火） １０日（木） １２日（火） １０日（水） １０日（水）

・　ＰＴＡ会費・後援会費・生徒会費・教育振興基金・空調設備負担金（上半期分）は、入学諸納入金として納入済みです。

・　ＰＴＡ会費は令和8年度の書面評決により月額200円から月額150円に改定されたため、10月振替額を600円として調整いたします。

　　（積算）　150円/月額×12月－1,200円（納入済み分）＝600円

・　後援会費は令和8年度の書面評決により月額980円から月額940円に改定されたため、10月振替額を5,400円として調整いたします。

　　また、空調設備負担金について60円の納入超過となりましたので、超過分を後援会費にて減額いたします。

　　（積算）　940円/月額×12月－5,880円（納入済み分）－60円（空調設備負担金超過分、下の★参照）＝5,340円

・　教育振興基金は令和8年度の書面評決により月額20円から月額10円に改定されたため、10月振替額は徴収いたしません。

　　（積算）　10円/月額×12月－120円（納入済み分）＝0円

・　空調設備負担金は令和8年度の書面評決により月額30円から月額10円に改定されたため、10月振替額は徴収いたしません。

　　（積算）　10円/月額×12月－180円（納入済み分）＝△60円　・・・　★超過分の60円は後援会費の徴収減額で相殺いたします。

・　就学支援金の支給決定につきましては、決定次第お知らせいたします。就学支援金に該当した場合の毎月の振替金額は、「月額合計１」を参照してください。

・　金額については、諸事情により年度途中で変更になることもあります。ご了承ください。

令和８年５月２１日

令和８年度　授業料・諸経費等の納入について

茨城県立牛久高等学校長


